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災害対策等に関する特別委員会会議録 

 

令和７年１１月４日 火曜日 

  午前１０時００分開議 

  午前１１時２２分閉議（実時間８２分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第９３号・令和６年度八代市一般会計

歳入歳出決算（関係分） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  谷 口   徹 君 

副委員長  山 本 敬 晃 君 

委  員  大 倉 裕 一 君 

委  員  北 園 武 広 君 

委  員  田 方 芳 信 君 

委  員  谷 川   登 君 

委  員  友 枝 和 也 君 

委  員  深 田 浩 介 君 

委  員  村 川 清 則 君 

 

※欠席委員 山 本 幸 廣 君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 監査委員       野々口 正 治 君 

 会計管理者兼会計課長 加 来 康 弘 君 

 総務企画部長     田 中   孝 君 

  総務企画部次長   續   良 彦 君 

  理事兼危機管理課長 松 永 貴 志 君 

  坂本支所総務振興課長 松 田   薫 君 

  坂本支所災害復旧課長 田 中 健 二 君 
 
  坂本支所災害復旧課 
            灰 本 孝 志 君 
  課長補佐兼第二災害復旧係長 
 
 
 健康福祉部長 
            䭜 田 美 樹 君 
 （福祉事務所長兼務） 
 
 
 

  健康福祉部次長 
            髙 﨑 博 文 君 
  （福祉事務所次長兼務） 
 

  健康福祉政策課長  福 田 裕 之 君 

 農林水産部長     豊 田 浩 史 君 

  農林水産部次長   稲 田 忠 征 君 

 経済文化交流部長   濱 田 浩 介 君 

  経済文化交流部次長 緒 方   浩 君 

  観光振興課長    押 方 保 樹 君 

  観光振興課観光振興係長 宮 﨑 克 彦 君 

  商工政策課長    松 本   豊 君 

 建設部長       涌 田 直 美 君 

  建設部次長     竹 原 彰 吾 君 

  復興整備課長    坂 井 宏 全 君 

                              

○記録担当書記     安 永 尚 斗 君 

            右 田 理 絵 君 

                              

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（谷口 徹君） それでは、定刻とな

り定足数に達しましたので、ただいまから災害

対策等に関する特別委員会を開会いたします。 

 本日は、本委員会に付託されました決算議案

につきまして、閉会中審査を行うことといたし

ております。 

 それでは、審査に入ります前に、決算審査の

進め方について御説明いたします。 

 まず、審査方法についてですが、１０月２８

日の本委員会でも報告いたしましたが、一般会

計決算の歳出の審査については、令和６年度に

おける主要な施策の成果に関する調書に基づい

て説明を聴取し、監査委員からの審査意見書も

含めたところで質疑を行うことといたしており

ます。 

 そのほかの審査方法については、タブレット

に格納しております資料に基づいて進めさせて

いただきますので、よろしくお願いいたしま

す。 
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 次に、審査日程についてですが、事前に配付

いたしております日程表のとおり、審査の進行

によっては、予定している審査項目を１１月１

２日水曜日の予備日に繰り越すことも考えられ

ます。 

 以上、本委員会の審査がスムーズに進みます

よう、委員の皆様方の御協力をお願いいたしま

す。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

◎議案第９３号・令和６年度八代市一般会計歳

入歳出決算（関係分） 

○委員長（谷口 徹君） それでは、本委員会

に付託されております決算議案１件の審査に入

ります。 

 議案第９３号・令和６年度八代市一般会計歳

入歳出決算中、当委員会関係分を議題とし、歳

出の第２款・総務費、第８款・消防費につい

て、総務企画部より説明をお願いいたします。 

○総務企画部長（田中 孝君） 皆さん、おは

ようございます。（｢おはようございます」と

呼ぶ者あり）総務企画部の田中でございます。

よろしくお願いいたします。 

 それでは、着座にて説明させていただきま

す。 

○委員長（谷口 徹君） どうぞ。 

○総務企画部長（田中 孝君） それでは、第

２款・総務費、第８款・消防費のうち、市長公

室、総務企画部関係の主な事業について、まと

めて総括を申し上げます。 

 まず、令和２年７月豪雨災害追悼式関連事業

についてですが、令和２年７月豪雨でお亡くな

りになられた方々の御冥福をお祈りしますとと

もに、広く八代市民が豪雨災害を記憶にとど

め、後世に伝えていく契機とするために、一般

献花を実施したものでございます。 

 今後も被災者に寄り添いながら、一日も早い

坂本町の復興が成し遂げられるよう取り組んで

まいります。 

 次に、地域おこし協力隊事業についてです

が、坂本町のまちづくりに地域で取り組む活動

を支援、サポートするため、地域おこし協力隊

の募集を行い、現在、２名体制で地域協力活動

に取り組んでおります。 

 地域の活性化のため、今後も地域活力の維

持、強化に取り組んでまいります。 

 最後に、消防施設整備事業についてですが、

令和２年７月豪雨災害からの復旧・復興に向け

た坂本町の宅地かさ上げ工事に伴いまして、支

障物となる消防ポンプ格納庫と防火水槽の撤去

を行っております。 

 今後、かさ上げ工事の進捗に合わせてこれら

の再建を図ってまいります。 

 このように、現在、創造的復興に向け関連す

る事業を着実に進めており、引き続き国や県と

も緊密に連携し、スピード感を持って取り組ん

でまいります。 

 以上、総括といたします。 

 詳細につきましては續次長が御説明いたしま

す。よろしくお願いします。 

○総務企画部次長（續 良彦君） 皆さん、お

はようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり）総務企画部の續でございます。

よろしくお願いいたします。 

 それでは、失礼いたしまして、着座にて御説

明をさせていただきます。 

○委員長（谷口 徹君） どうぞ。 

○総務企画部次長（續 良彦君） それでは、

私のほうから、歳出第２款・総務費及び第８款

・消防費のうち、市長公室及び総務企画部関係

分の主な事業について、御説明をさせていただ

きます。 

 それでは、令和６年度における主要な施策の

成果に関する調書（その１）の１７ページをお

開きください。 

 まず、下段の令和２年７月豪雨災害追悼式関

連事業でございますが、令和２年７月豪雨災害
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でお亡くなりになられた方々の御冥福をお祈り

するとともに、坂本町の住民だけでなく、広く

八代市民が豪雨災害を記憶にとどめ、後世に伝

えていく契機とするため、一般献花を実施した

ものでございます。 

 決算額は２１万７０００円で、献花用の花２

０万８０００円が主なものでございます。 

 特定財源は、県の豪雨被災者等支援交付金１

０万８０００円でございます。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

としており、引き続き市主催による一般献花を

実施してまいります。 

 次に、ページ飛びまして、２７ページをお願

いいたします。 

 上段の地域おこし協力隊事業でございます

が、坂本町のまちづくりに地域で取り組む活動

を支援、サポートするため、地域おこし協力隊

員を募集、任用し、地域振興や情報発信、産業

・観光の開発、新商品の開発などの地域協力活

動を行うものでございます。 

 決算額は１０７８万６０００円で、隊員延べ

３人分の報酬５０４万１０００円のほか、住宅

及び公用車の借上料２１５万１０００円などが

主なものでございます。 

 今後の方向性といたしましては、市による実

施、現行どおりとしております。現在、２人体

制となっておりますが、さらに１人募集してい

るところで、今後は３人体制で積極的な活動支

援を継続し、地域の担い手として坂本町への定

住、定着を図り、地域活力の維持強化と地域の

活性化に取り組んでまいります。 

 次に、飛びまして、１０６ページをお願いい

たします。 

 上段の消防施設整備事業でございますが、令

和２年７月豪雨からの復旧・復興に向けた坂本

町宅地かさ上げに伴い、支障物となる消防ポン

プ格納庫や防火水槽の撤去を行ったものでござ

います。 

 決算額は、２９４９万１０００円のうち、豪

雨災害分が１１５７万４０００円で、内訳は、

下鎌瀬、合志野及び藤本地区の消防ポンプ格納

庫計３戸の撤去費用２３５万１０００円、下鎌

瀬、西鎌瀬、合志野、藤本及び荒瀬地区の防火

水槽計８基の撤去費用９２２万３０００円でご

ざいます。 

 特定財源は、国交省からの補償金１１４２万

６０００円でございます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとしており、撤去したポンプ格納庫

と防火水槽につきましては、国のかさ上げ工事

の進捗に合わせて再建を図ってまいります。 

 説明は以上となります。御審議のほど、よろ

しくお願いいたします。 

○委員長（谷口 徹君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

○委員（大倉裕一君） ２７ページの、まず地

域おこし協力隊事業、不用額の説明がなかった

と思うんですけど、２３５万１０００円。それ

と、消防施設整備事業においても４９６万円と

いう不用額が出ておりますが、この不用額に対

しての説明をお願いしたいと思います。 

○坂本支所総務振興課長（松田 薫君） 皆さ

ん、おはようございます。（｢おはようござい

ます」と呼ぶ者あり）坂本支所地域振興課の松

田です。よろしくお願いいたします。 

 委員御質問の不用額２３５万１０００円の内

容につきましてですが、不用額の主なものは、

人件費の中の報酬ですとか期末勤勉手当、社会

保険料の共済負担金などが主なもので、人件費

関連が主なものと、２３５万円ですけれども、

主なものということになってございます。 

 以上でございます。 

○理事兼危機管理課長（松永貴志君） おはよ

うございます。（｢おはようございます」と呼

ぶ者あり）危機管理課、松永でございます。 
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 消防施設整備事業につきましての不用額でご

ざいますが、ポンプ格納庫等の撤去に伴いまし

て、入札残が主なものでございまして、その中

で、当初、アスベスト関係が入っているという

ところでの試算をしておりましたところ、実際

は入っていなかったというところもございまし

て、入札残が大きく出たというところになって

おります。 

 以上でございます。 

○委員（大倉裕一君） 地域おこし協力隊は人

件費関係という、そこは分かったんですけど、

なぜ当初予算の状況と差額が出ることになった

のかという御説明をいただきたいと思うんです

けど。 

 例えば、当初予定で１２か月間組んでたんだ

けど、年度途中の９月、下半期から入ったから

金額が残ったんですよとか、そういう説明をい

ただくと私たちも分かるんですけど、その辺り

はどういった状況になっているんですかね。 

○坂本支所総務振興課長（松田 薫君） 人件

費につきましては、坂本支所の地域振興課のほ

うで２名が在籍をしておりましたけれども、１

名の方が、ちょっと家庭の御事情がありまして

１月末で退職だったということもございまし

た。 

 あと、産業建設課のほうで任用しております

地域おこし協力隊ですけども、１０月からの任

用に向けて、いろいろ準備をしていたところだ

ったんですが、任用が令和７年１月１日からと

いうことで、令和６年度の３か月分ということ

で、数か月分の人件費、報酬等が残額となった

ということでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（谷口 徹君） ほかに質疑ありませ

んか。 

○委員（友枝和也君） ２７ページの地域おこ

し協力隊事業、今、現在２人体制となっており

ますけど、２人で足りているのか、それとあ

と、もう一人の当てはあるのか、ちょっと聞い

てみたいんですけど。 

○坂本支所総務振興課長（松田 薫君） 現

在、地域おこし協力隊につきましては、地域振

興課で任用している分が１名、それから産業建

設課のほうで農業従事者が１名、合計２名でご

ざいます。 

 あと、地域振興課では２名の任用を予定をし

ておりますけども、今現在募集をかけていると

ころですが、ちょっと申込みがないというよう

な状況でございます。引き続き募集のほうを行

ってまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（谷口 徹君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） 以上で質疑を終了い

たします。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（大倉裕一君） 消防施設整備事業のほ

うですけど、当初、アスベストが混入している

んではないかということで予算を確保しました

ということだったんですけど、予算を確保され

るときにその辺りもしっかり確認を取りなが

ら、不用額が出ないような予算申請というのも

考えていただければなというふうに思います。 

○委員長（谷口 徹君） ほかに意見ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） 以上で第２款・総務

費、第８款・消防費中、総務企画部関係分につ

いて、終了いたします。 

 執行部、入替えをお願いいたします。 

（執行部 入替え） 

○委員長（谷口 徹君） 次に、第３款・民生

費及び第４款・衛生費中、健康福祉部関係分に

ついて、説明をお願いします。 

○健康福祉部長（福祉事務所長兼務）（嚨田美
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樹君） 皆様、おはようございます。（｢おは

ようございます」と呼ぶ者あり）健康福祉部の

䭜田です。本日はよろしくお願いいたします。 

 それでは、着座にて説明させていただきま

す。 

 令和６年度一般会計歳入歳出決算の認定をお

願いするに当たり、健康福祉部が所管します第

３款・民生費及び第４款・衛生費につきまし

て、総括を述べさせていただきます。 

 まず、令和２年７月豪雨災害に関しまして

は、地域支え合いセンターを令和２年１０月に

設置し、被災者支援を行っております。 

 当初、４８２世帯に対し支援を行ってまいり

ましたが、昨年度までに３９３世帯の支援が完

了し、今年度は８９世帯への支援を継続してい

ます。 

 そのほか、生活再建のための経済的支援とし

て、被災者転居費用等助成金や災害援護資金の

貸付けに係る対応などを行っています。 

 また、坂本町への安定した医療サービスの提

供を目的に、令和４年度からデジタル医療Ｍａ

ａＳ推進事業として、巡回型オンライン診療や

服薬指導、薬剤配送を継続しています。 

 坂本町の医療提供体制については、今年度完

成する坂本支所において、来年３月から診療所

を開設することとしており、保健・福祉スペー

スを活用した健康福祉、介護予防等の事業も実

施していきたいと考えています。 

 健康福祉部としましては、今後も地域の皆様

が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよ

う、復興のまちづくりに取り組んでまいりま

す。 

 それでは、詳細につきましては髙﨑健康福祉

部次長が説明しますので、御審議のほど、よろ

しくお願いいたします。 

○健康福祉部次長（福祉事務所次長兼務）（髙

﨑博文君） おはようございます。（｢おはよ

うございます」と呼ぶ者あり）健康福祉部の髙

﨑でございます。よろしくお願いいたします。 

 恐れ入りますが、着座にて説明させていただ

きます。 

○委員長（谷口 徹君） どうぞ。 

○健康福祉部次長（福祉事務所次長兼務）（髙

﨑博文君） 令和６年度一般会計歳入歳出決

算、第３款・民生費及び第４款・衛生費のう

ち、健康福祉部が所管します当委員会関係分の

歳出決算について説明いたします。 

 それでは、主な予算の執行状況につきまし

て、令和６年度における主要な施策の成果に関

する調書（その１）を用いて説明をさせていた

だきます。 

 まず、民生費中、社会福祉費の関係事業で

す。 

 ３９ページをお願いいたします。 

 下の表、被災者生活再建支援事業（豪雨災

害）です。 

 この事業は、被災した世帯の見守りや相談支

援などを行う地域支え合いセンターを設置し、

生活支援相談員が被災者の早期の生活再建と自

立を支援するものです。 

 決算額２１１４万１０００円は八代市社会福

祉協議会への委託料で、昨年度は４３世帯の支

援を完了しています。 

 なお、特定財源として、４分の３の県支出金

があります。 

 不用額３２６万５０００円については、生活

支援相談員１人が１１月に退職されたことによ

る人件費の減少が主なものでございます。 

 今後の方向性は、市による実施、規模縮小と

しています。令和６年度は、支援対象世帯数の

減少に伴い生活支援相談員を６人から５人に見

直しましたが、今後も関係機関との連携を図

り、被災世帯に寄り添いながら、早期の生活再

建と自立を支援してまいります。 

 次に、４２ページ、上の表、被災者転居費用

等助成事業（豪雨災害）です。 



 

－6－ 

 この事業は、住宅が被災したことにより、応

急的な住宅での居住を余儀なくされた被災者

が、恒久的な住宅として、県内の住宅や民間賃

貸住宅等に転居した際の引っ越し費用などを助

成するものです。 

 決算額は１６３万２０００円で、転居費用助

成８件など計１４件の助成を行っております。 

 なお、特定財源として県支出金があります。 

 不用額１８６万８０００円の主な理由は、応

急仮設住宅の供与期限が１年間延長されたこと

に伴い、転居者が当初の想定よりも少なくなっ

たことによるものです。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

としております。本年１２月、坂本町松崎の災

害公営住宅が完成予定でありますが、かさ上げ

工事等により恒久的な住まいへの転居が進んで

いない世帯がありますので、引き続き被災者世

帯の住まいの再建状況について随時把握し、申

請漏れがないよう支援してまいります。 

 次に、民生費中、災害救助費の関係事業で

す。 

 少し飛びまして、５３ページをお願いしま

す。 

 下の表、建設型応急住宅等管理事業（豪雨災

害）です。 

 本市では、被災世帯の住まいの支援のため、

建設型応急住宅として市民球場仮設団地を設置

しています。この事業は、仮設団地の入居者が

快適な生活を送ることができるよう、集会所や

外灯の光熱水費をはじめ、団地内の通路や駐車

場、また共有部分などの維持管理を行うもので

す。 

 決算額は４４万６０００円で、特定財源とし

て県支出金があります。 

 不用額５２万円の主な理由は、団地が比較的

新しいこと、台風等による被害がなかったこと

などによるものです。 

 市民球場仮設団地の入居者が古閑中町に建設

された再建住宅へ転居されましたので、１棟４

戸を除き、本年５月に住宅の解体を行いまし

た。今後は１棟４戸の管理運営のみとなること

から、今後の方向性は、市による実施、規模縮

小としております。 

 続きまして、衛生費の関係事業について説明

いたします。 

 ５８ページの下の表、デジタル医療ＭａａＳ

推進事業（地方創生）です。 

 この事業は、坂本地域において、初診を除く

慢性期疾患の患者を対象に、看護師等が乗車し

た診療車で地区公民館等を訪問し、診療所にい

る医師がテレビ会議システムや遠隔診療機器を

使い、オンラインによる診療を行うものです。 

 また、患者への薬剤の配送にも当車両を活用

していて、その際の薬剤師による服薬指導につ

いてもテレビ会議システムを使っています。 

 令和６年度のオンライン診療とオンライン服

薬指導及び薬剤配送利用者を合計した利用者数

は５６０人となっています。 

 決算額１９７４万２０００円は、事業のサポ

ート及び運転手や車両の管理を依頼している業

者への委託料１５１５万４０００円、オンライ

ン診療車の賃借料４４７万２０００円が主なも

のです。 

 なお、特定財源として、２分の１の国庫支出

金があります。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

とし、令和７年度も事業を実施していますが、

坂本診療所（仮称）が令和８年３月に開設する

ことに伴い、坂本町における本事業は休止しま

す。今後は椎原診療所でのオンライン診療や医

療以外での車両の活用を検討してまいります。 

 以上、健康福祉部所管分の説明といたしま

す。御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（谷口 徹君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません



 

－7－ 

か。 

○委員（村川清則君） ただいまのデジタル医

療ＭａａＳの件ですけれども、椎原診療所で

の、決算委員会ですのでこういう質問がいいの

か分かりませんけれども、椎原診療所でのオン

ライン診療というのは十分分かるんですが、医

療以外の車両活用を検討するとあるんですが、

何か具体的な構想というか、ありますか。あれ

ばお願いします。 

○健康福祉政策課長（福田裕之君） おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）健康福祉政策課、福田でございます。 

 委員お尋ねの医療ＭａａＳ車両の医療以外で

の活用ですが、今までも医療以外としまして、

いろんなイベントでの救護車両だったりとか、

あと、選挙の投票所として活用しております。 

 今現在、それ以外でも、いろんな活用策がで

きないかというところを今検討しているところ

でございまして、具体的に今後これにというの

は、今現在ではちょっと確定はしていないとこ

ろでございますが、引き続き検討してまいりた

いと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（谷口 徹君） ほかに質疑はありま

せんか。 

○委員（谷川 登君） 今の村川委員とちょっ

と同じ質問になりますけれども、車のほうはで

すね、椎原診療所のほうでオンラインの診療と

いうことで、非常にありがたく、五家荘地域の

皆さんは本当に困っている中、やはり診療につ

いては、やはり医師とのやり取りだと思ってい

るんですね。そういう中でいろんな、選挙で使

ったり、いろいろ活用方法をされていると思い

ますけれども、とにかく御存じのとおり、五家

荘というのはとにかく電波が届かない状況、オ

ンラインの先生とやり取りできる範囲とできな

い範囲があるわけですよね。そういったこと

で、早めの調査というか、地区を調べていただ

いて、電波が入らない場合はもう意味がないよ

うな状況になりますので、それを今後検討して

いただければなというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（谷口 徹君） 谷川委員、何か質

問、答弁は求めなくてもいいですか。意見でよ

ろしいですか。 

○委員（谷川 登君） ええ、意見でいいで

す。 

○委員長（谷口 徹君） 分かりました。 

 そのほか質疑はありませんか。 

○委員（大倉裕一君） ４２ページの被災者転

居費用等助成事業の件で、前年の決算でもこの

件については質疑が、漏れないように、どうや

ってますかというような話が、話といいます

か、質問がなされてたと思うんですけど、今後

の方向性のところでも、引き続き対象世帯の把

握に努め、申請漏れがないようにということを

書いてあるんですけど、具体的にどういう取組

をされて、申請漏れがないように把握をしてい

こうというふうな思いを持っていらっしゃるの

か、お尋ねしたいと思います。 

○健康福祉政策課長（福田裕之君） 委員お尋

ねの対象を取りこぼさない対策ですが、現在、

支え合いセンターのほうで支援が対象な方とい

うのは把握をしておりますので、そこの支え合

いセンターのほうで丁寧な把握に努めたいと思

っております。 

 以上でございます。 

○委員長（谷口 徹君） そのほか、質疑あり

ませんか。 

○委員（北園武広君） ５８ページのデジタル

医療ＭａａＳの件なんですけども、これちょっ

とお尋ねなんですけど、実際利用された方とか

結構おられると思うんですけども、そういった

方々に対する、今回、令和８年３月に休止とい

うことなんですけど、その辺の周知の方法だっ

たり、利用された方が利便性があったとか、そ
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ういった感じのアンケート調査とか、何か取ら

れたのか、ちょっとお尋ねしたいなというふう

に思います。 

○健康福祉政策課長（福田裕之君） 委員お尋

ねの、まず３月末をもって休止の周知関係でご

ざいますが、今度の１２月定例会のほうに、坂

本診療所のまず条例のほうを予定をしておりま

して、それがまずないとちょっと周知はできな

いかなというところで、公には周知はされてな

いところでございます。 

 あと、利用者からのアンケートでございます

が、今まで２回ほどアンケートを取らせていた

だいております。すいません、結果につきまし

てはちょっと今、資料を持ち合わせておりませ

ん。 

 以上でございます。 

○委員長（谷口 徹君） ほかに質疑ございま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） 以上で質疑を終了い

たします。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（大倉裕一君） 復興関係で、生活再建

関係ですね、担当課のほうでも社協と連携をさ

れて非常に頑張っていただいているんだろうな

というふうに思ってますし、その数字が先ほど

部長からもありましたように、８９世帯だった

ですかね、まで減ってきているということで、

引き続き丁寧な対応をお願いしたいなという部

分と、こういった復旧関係について、生活支援

とかという部分でいくと、社協さんとの委託で

取組を進めていらっしゃるというのは十分理解

をしているところです。そこが社協任せになら

ないように、担当部、課ですね、しっかり連携

していただいて取組を進めていっていただくよ

うにお願いをしておきたいというふうに思いま

す。 

○委員長（谷口 徹君） そのほか意見はあり

ませんか。 

○委員（北園武広君） 先ほどのデジタル医療

ＭａａＳでアンケート調査を２回取られたとい

うことで、すごいなというふうに感じてるんで

すけども、せっかく取られたアンケートの内容

をしっかり精査されて、検討して、できる限り

反映させるようによろしくお願いしたいなとい

うふうに思いますし、周知に関しても、いろん

な媒体を使って確実に利用者の方々に情報が届

くようにしていただければなというふうに思い

ます。 

 以上です。 

○委員長（谷口 徹君） そのほかありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） 以上で第３款・民生

費及び第４款・衛生費中、健康福祉部関係分に

ついて終了します。 

 執行部、入替えをお願いいたします。 

（執行部 入替え） 

○委員長（谷口 徹君） 次に、第１０款・災

害復旧費中、農林水産部関係分について説明を

お願いします。 

○農林水産部長（豊田浩史君） 皆さん、おは

ようございます。（｢おはようございます」と

呼ぶ者あり） 

 それでは、議案第９３号・令和６年度八代市

一般会計歳入歳出決算のうち、令和２年７月豪

雨災害関係分の第１０款・災害復旧費のうち農

林水産部関係分につきまして、全体的な総括を

させていただきます。 

 着座にて失礼いたします。 

○委員長（谷口 徹君） どうぞ。 

○農林水産部長（豊田浩史君） まず、令和２

年７月豪雨による農林水産業関係の災害の概要

につきまして、まず、農業施設災害では農地が

４０件、農道等の施設が２３件で、被災合計が

６３件、被害額は３億２３００万円に上りまし
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た。 

 地区別の被害状況は、坂本地区が農地２４

件、施設２１件、二見地区など農地１６件、施

設２件でございました。 

 なお、農業施設災害復旧事業につきまして

は、令和５年度に全ての事業を完了しておりま

す。 

 次に、林道施設災害につきまして、市内の全

林道６８路線のうち３２路線１２１か所が被災

し、被害額は約２４億９０００万円に上りまし

た。 

 地区別の被害状況は、坂本地区で２４路線９

８か所、東陽地区で２路線２か所、泉地区で６

路線２１か所でございました。 

 令和６年度末での林道施設災害復旧状況は、

坂本地区１３路線５２か所、東陽地区２路線２

か所、泉地区５路線２０か所となっておりま

す。被災１２１か所のうち７６か所が完了し、

率にして６３％の進捗となりました。 

 林道施設災害復旧事業につきましては、被災

した林道の手前で他の災害復旧工事が実施され

るなど、着手できない状況が続いておりました

が、令和５年度からそれらの工事が徐々に完了

しまして、本格的に着手できる状況となってお

ります。今後は関係機関と連携しながら復旧工

事を加速させてまいります。 

 以上、令和６年度において農林水産部で実施

しました令和２年７月豪雨災害関係分の第１０

款・災害復旧費の総括とさせていただきます。 

 なお、事業の詳細につきましては稲田農林水

産部次長より説明いたしますので、御審議のほ

ど、よろしくお願いいたします。 

○農林水産部次長（稲田忠征君） おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）農林水産部の稲田でございます。よろし

くお願いいたします。 

 それでは、議案第９３号・八代市一般会計歳

入歳出決算のうち、令和２年７月豪雨災害に関

する農林水産部所管の事業につきまして、御説

明させていただきます。 

 失礼して、着座にて説明させていただきま

す。 

○委員長（谷口 徹君） どうぞ。 

○農林水産部次長（稲田忠征君） 説明は、ま

ず、令和６年度における主要な施策の成果に関

する調書（その１）を用いまして、事業の内

容、決算額、特定財源、今後の方向性の順に説

明してまいります。 

 それでは、主要な施策の成果に関する調書、

１３２ページをお願いいたします。 

 上段の林道施設災害復旧事業は、大雨や台風

などにより被害を受けた林道の災害復旧を行う

ものです。 

 そのうち、令和２年７月豪雨に関する決算額

は２億３９５５万９０００円で、現年分とし

て、林道坂本山江線１３号、１４号、１５号箇

所、林道鎌瀬本線５号箇所などの測量設計業務

委託で３４８５万１０００円、林道鎌瀬本線３

号箇所、林道坂本山江線１１号、１２号箇所な

どの災害復旧工事で３４１８万円などを支出す

るとともに、令和５年度からの繰越明許分とし

て、林道坂本山江線７号、８号箇所、林道南川

内線７号箇所などの災害復旧工事で１億３１７

万６０００円、令和４年度から実施しておりま

す事業の事故繰越分として、林道鶴喰大門瀬線

４号箇所、林道山口小川内線２号箇所などの災

害復旧工事で６６４７万７０００円を支出して

おります。 

 特定財源は、現年度分で県支出金６１５１万

７０００円、地方債３１０万円、繰越明許分で

県支出金１億１３１万４０００円、地方債で１

６０万円、事故繰越分で県支出金６４４８万２

０００円、地方債で１７０万円でございます。 

 なお、繰越明許費につきましては、現年度分

の２億７２０９万５０００円は林道瀬戸石線３

号箇所など、また繰越明許分の３０９８万５０



 

－10－ 

００円は林道板持線２号箇所などで、国と県と

の変更協議や入札不調などにより不測の日数を

要したことから、やむを得ず翌年度に繰り越し

て執行するものでございます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとしております。林道施設災害復旧

事業につきましては、入札不調や設計変更協議

などのほか、被災した林道の手前で行われる他

の災害復旧工事とのふくそうもあり、進捗に遅

れなどがございますが、復旧の全体的な進捗が

進んだことで、本格的に着手できる状況となっ

てきておりますので、復旧可能な箇所から随時

発注を行うなど、早期復旧に努めてまいりま

す。 

 以上が農林水産部関係分の令和６年度決算の

説明となります。御審議のほど、よろしくお願

いいたします。 

○委員長（谷口 徹君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（大倉裕一君） 説明の中で、繰越明許

費が入札不調が関係しているという御説明だっ

たと思うんですけど、入札不調の理由は何だっ

たんでしょうか。 

○坂本支所災害復旧課長（田中健二君） 災害

復旧課の田中です。 

 昨年の不調の理由といたしましては、特に県

の工事、治山あたりがたくさん出た年でござい

まして、とにかく手いっぱいで入札にちょっと

入れられないというのが主なお話でございまし

た。とにかく手が回らないというよりも、監督

が足りないというのが一番の理由だったかと思

います。 

 当方としましては、その対策としては、近隣

で施工中の会社などに随意契約という形でお願

いして、何とか契約に至ったというところでご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（谷口 徹君） 大倉委員、よろしい

ですか。 

○委員（大倉裕一君） 繰越明許をですね、翌

年度に実施されたのが、今、近隣の部分に、工

事を受け持っておられるところにお願いして、

施工が可能となったということで理解していい

んですよね。 

○坂本支所災害復旧課課長補佐兼第二災害復旧

係長（灰本孝志君） 災害復旧課の灰本でござ

います。 

 今、委員おっしゃったとおりで大丈夫でござ

います。 

○委員長（谷口 徹君） よろしいでしょう

か。 

○委員（大倉裕一君） 別件で。国とか県の有

効な財源を活用して復旧作業をやられてると思

うんですけど、国、県の予算確保がどうなるか

分からない部分も、不透明な部分もある中で

今、６３％という進捗率ということでしたが、

これ、１００％に行くまであと何年ぐらいかか

りますか。見通しとしてお答えできる範囲で構

いませんが。 

○坂本支所災害復旧課課長補佐兼第二災害復旧

係長（灰本孝志君） 委員質問の、あと何年ぐ

らいかかるかということでございますけれど

も、災害復旧事業につきましては、３年ぐらい

で本来は終わりたいというところでやるべきで

すが、いかんせん規模が大きゅうございまし

て、その中でも粛々と進めているところでござ

います。 

 坂本につきましては、１か所ですね、林道葉

木線というのがございまして、その葉木線につ

きましては、手前のほうを県が砂防工事のほう

を行っております。その砂防工事が終わらない

と先の林道が着手できないということがござい

まして、その県の工事が令和９年度いっぱいぐ

らいは今計画されております。ですので、その

先の林道に着手するのが、令和１０年度以降ぐ
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らいになると思います。 

 今、概算というか、ざっくりですけども、今

計画を立てているのは令和１６年度ぐらいまで

かかるんじゃなかろうかという、その林道葉木

線が終わるのがそれくらいかかるんじゃなかろ

うかと思ってはおりますが、いかんせん手前の

工事の進み具合で、県の工事が遅れれば林道葉

木線の着手も遅れていくんじゃなかろうかとい

うことをちょっと懸念はしております。 

 しかしながら、そこは県と密に連絡を取りな

がら、少しでも早く着手ができるようにという

ふうには考えております。 

 以上です。 

○委員長（谷口 徹君） ほかに質疑ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） 以上で第１０款・災

害復旧費中、農林水産部関係分についてを終了

します。 

 説明者の入替えをお願いいたします。 

（執行部 入替え） 

○委員長（谷口 徹君） 次に、第６款・商工

費中、経済文化交流部関係分について説明をお

願いします。 

○経済文化交流部長（濱田浩介君） 皆さん、

おはようございます。（｢おはようございま

す」と呼ぶ者あり）経済文化交流部の濱田でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

 恐れ入りますが、着座にて説明させていただ

きます。 

○委員長（谷口 徹君） どうぞ。 

○経済文化交流部長（濱田浩介君） 議案第９

３号・令和６年度八代市一般会計歳入歳出決算

のうち、経済文化交流部所管の当委員会関係分

の決算審査をお願いするに当たりまして、第６

款・商工費の関係分につきまして、総括をさせ

ていただきます。 

 令和６年度は、さかもと復興商店街の撤去

後、かさ上げ工事の関係で最終的な復興に時間

を要している坂本町の事業者の最終的な復興に

向けての支援をはじめ、地域の観光拠点であり

ます道の駅坂本の復旧に向け、被災した道の駅

の解体工事を行うとともに、新たな道の駅の再

整備を行うため、基本設計を進めてきたところ

でございます。 

 今後も引き続き、坂本地域の住民や事業者の

方々に寄り添いながら、坂本町における復興の

シンボルの一つとなるべく道の駅坂本の再整備

を進め、坂本町の創造的復興に向けた取組を推

進してまいります。 

 以上、総括とさせていただきます。 

 詳細につきましては、経済文化交流部、緒方

次長が説明いたしますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

○経済文化交流部次長（緒方 浩君） 皆さ

ん、おはようございます。（｢おはようござい

ます」と呼ぶ者あり）経済文化交流部、緒方で

す。よろしくお願いいたします。 

 着座にて説明させていただきます。 

○委員長（谷口 徹君） どうぞ。 

○経済文化交流部次長（緒方 浩君） それで

は、令和６年度八代市一般会計歳入歳出決算に

おける、経済文化交流部所管の事業につきまし

て、主要な施策の成果に関する調書（その１）

を用いまして御説明させていただきます。 

 調書の９１ページをお願いいたします。 

 上段の仮設施設整備支援事業（豪雨災害）で

ございますが、豪雨により被災した坂本町の店

舗や事業所等が事業再開できるまでの支援とし

て、道の駅坂本の敷地内にさかもと復興商店街

を整備し、希望する被災事業者に貸し出すとと

もに、坂本町の復興のシンボルとなるよう、に
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ぎわいを創出するための各種取組を支援するな

ど、商店街の適正な管理運営を行うものでござ

います。 

 決算額は８３０万５０００円、内訳といたし

まして、坂本町仮設店舗リース料６６６万４０

００円、集客イベント補助金２８万２０００円

などのほか、年度末に仮設店舗を解体しました

際に必要となった原状復旧に要する委託料５７

万２０００円が主なものでございます。 

 なお、特定財源といたしまして、豪雨被災者

等支援交付金７１２万４０００円、ふるさと八

代元気づくり応援基金繰入金１０７万１０００

円、原状復旧工事負担金１１万円を充てており

ます。 

 今後の方向性としましては、事業の完了（終

了）としております。復興商店街としましては

国のかさ上げ工事に伴い、令和７年３月に解

体、撤去を実施しておりますが、仮移転先にと

どまった入居事業者などもおられるため、今後

は事業者の最終的な復興に向けて、必要な情報

の収集、提供などの支援を行ってまいります。 

 次に、９６ページをお願いいたします。 

 上段になります。広域交流センターさかもと

館（道の駅）整備事業（豪雨災害）でございま

す。 

 本事業は、令和２年７月豪雨で被災した坂本

町の観光振興施設であり、地域情報の発信拠点

である道の駅坂本の再整備に係る基本設計、実

施設計を行うとともに、被災した道の駅の解体

を行うものでございます。 

 決算額は９６０５万円、内訳といたしまし

て、道の駅坂本新築工事基本・実施設計業務委

託料９７８万７０００円、道の駅坂本解体工事

費８２９９万６０００円、道の駅坂本再整備基

本計画業務委託料３２６万７０００円でござい

ます。 

 特定財源といたしまして、豪雨被災者等支援

交付金６５２万６０００円、道の駅坂本治水対

策事業補償金８３６１万４０００円を充ててお

ります。 

 不用額の３８８５万１０００円につきまして

は、被災した道の駅の基礎くいが解体不要にな

ったことによる設計額の減額及び入札残でござ

います。 

 なお、繰越明許費につきまして、現年分の１

５３１万４０００円は、道の駅坂本の新築工事

基本・実施設計の業務委託、また、繰越明許分

の３２６万７０００円は、再整備基本計画業務

委託につきまして、国の治水対策事業の変更に

合わせた内容に見直しが必要となったことによ

り、令和６年度に繰り越して執行したものでご

ざいます。 

 今後の方向性としましては、市による実施

（現行どおり）としております。現在、令和９

年度の道の駅坂本の供用開始に向けて、基本設

計及び実施設計が完了したところです。引き続

き道の駅坂本の再整備について、国・県と連携

を図りながら進めてまいります。 

 以上で説明を終了させていただきます。御審

議方、よろしくお願いいたします。 

○委員長（谷口 徹君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんで

しょうか。 

○委員（大倉裕一君） 広域交流センターさか

もと館の整備事業のほうで、不用額について、

基礎くいの撤去が不要となったということだっ

たんですが、当初はくいの部分まで撤去してく

ださいというのが、これ、国の方針だったとい

うことですかね。何でくいの撤去が必要なくな

ったのかというところをお聞かせいただけます

か。 

○観光振興課長（押方保樹君） 観光振興課の

押方です。よろしくお願いいたします。 

 ちょっと、国の方針かはちょっと今、確認が

取れないんですが、当初、７１本のくいが設置

してありました。そのくいを最初の予算立てを
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するときには抜くところで計画をしていたんで

すが、設計を進める中でそのくいを残したほう

が地盤の強化につながるということが判明した

ため、全てのくいの解体をしないというところ

で、解体を見送ったというところで今進めてい

るところです。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） 当初は７１本のくいを

抜くということで計画をしたということですよ

ね。 

○観光振興課長（押方保樹君） はい、７１本

のくいを撤去する、抜くというところで、は

い、計画をしていたところです。 

○委員（大倉裕一君） その辺り、詳細の部分

をまたお聞かせいただければと思います。 

○委員長（谷口 徹君） ほかに質疑ございま

せんか。 

○委員（村川清則君） 基本的なところでちょ

っと教えてください。こういうふうに道の駅と

いうのが、災害によって何年も閉鎖されるとい

うのは全国的にもあまり例がないんじゃないか

と思います。道の駅というのは、たしか国土交

通省が認可というんですか、名称を使っていい

ですよという、何か認可されるというふうな認

識ですけれども、何年も閉鎖、再開まで時間を

かけて、何かまた再開したときに道の駅の名称

をそのまま使えるのか、また取り直さなければ

ならないのかとか、その辺、教えてください。 

○観光振興課観光振興係長（宮﨑克彦君） お

はようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり）観光振興課の宮﨑と申します。 

 委員お尋ねの道の駅が被災したことによる国

への手続とか、そういったところについてでご

ざいますけれども、あらかじめ国の熊本河川国

道事務所のほうに、この手続等について確認を

いたしましたところ、道の駅につきましては国

の登録制度というふうになっておりまして、登

録そのものはそのまま生きているというところ

で、これを復旧させるわけでございますので、

この道の駅については、そういった新たな登録

の手続とか、そういったところは不要というふ

うに伺っております。 

 以上でございます。 

○委員（村川清則君） 安心しました。 

○委員長（谷口 徹君） そのほか質疑ありま

せんか。 

○委員（大倉裕一君） 仮設施設整備支援事

業、９１ページの上段の事業ですけど、今後の

方向性の理由のところに、営業継続の際に活用

できる情報の収集、提供と書いてあるんです

よ。これ、具体的にどういった内容になるんで

すか。方法って何になるんですか。 

○商工政策課長（松本 豊君） 商工政策課の

松本でございます。 

 委員お尋ねの情報収集とかというところでご

ざいますが、移転先で必要となる手続等の支

援、また営業を継続する際に活用できる情報と

いうところでこちらのほうを考えておりまし

て、例えば、今後もまだ支援が必要な部分が必

要となってきます。それに関しては、なりわい

再建の補助制度であったりとか、持続化補助金

であったりとか、そういった申請もあります

し、そういったところの手続の仕方とか、そう

いったところを支援していきたいと考えている

ところです。 

 以上でございます。 

○委員長（谷口 徹君） ほか、質疑ございま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） 質疑を終了して、意

見がありましたらお願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） 以上で第６款・商工

費中、経済文化交流部関係分について終了いた

します。 

 説明者の入替えをお願いします。 
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（執行部 入替え） 

○委員長（谷口 徹君） 次に、第２款・総務

費、第７款・土木費及び第１０款・災害復旧費

中、建設部関係分について説明をお願いしま

す。 

○建設部長（涌田直美君） 皆さん、こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）建設部長

の涌田でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 恐れ入りますが、着座にて説明させてもらっ

てよろしいでしょうか。 

○委員長（谷口 徹君） どうぞ。 

○建設部長（涌田直美君） それでは、議案第

９３号・令和６年度八代市一般会計歳入歳出決

算のうち、令和２年７月豪雨に関する建設部所

管分の総括を述べさせていただきます。 

 令和６年度は、坂本町の災害からの復旧・復

興を加速化するため、公共インフラの災害復旧

を進めるとともに、被災者の生活再建を支援す

るためのすまいの安全確保支援事業や、国土交

通省により実施される輪中堤整備に伴う輪中堤

内水対策整備事業を行っております。 

 また、災害公営住宅整備事業と坂本支所等建

設事業では、坂本駅周辺に仮称松崎団地と支所

等の新築工事を昨年１０月にそれぞれ着手し、

本年１２月末の竣工に向け鋭意、工事を進めて

おります。 

 あわせて、宅地かさ上げ整備に伴う被災者の

一時仮住まいとなる古閑中町再建住宅や葉木再

建住宅を建設しております。 

 公共インフラの災害復旧につきましては、道

路や河川等の修繕や災害復旧事業に係る工事を

適宜発注したことにより、着実に前に進めるこ

とができ、建設部が所管しております市道等に

つきましては令和６年度で完了いたしました。 

 すまいの安全確保支援事業につきましては、

エフエムやつしろやチラシの配布、ホームペー

ジに記載するなど広く周知を図り、２件の支援

を行うことができました。 

 輪中堤内水対策整備事業では、葉木地区等に

おける内水対策基本設計の業務委託を行ってお

ります。 

 坂本町の豪雨災害からの復旧・復興につきま

しては、事業が滞ることなく一日も早い生活再

建が図られますよう、国や県と連携を密にしな

がら一丸となって取り組んでまいります。 

 以上で決算に当たりましての総括とさせてい

ただきます。 

 なお、事業ごとの決算の詳細につきましては

建設部、竹原次長が説明いたしますので、よろ

しくお願いいたします。 

○建設部次長（竹原彰吾君） 皆さん、おはよ

うございます。（｢おはようございます」と呼

ぶ者あり）建設部の竹原でございます。 

 それでは、失礼ながら着座にて説明させてい

ただきます。 

○委員長（谷口 徹君） どうぞ。 

○建設部次長（竹原彰吾君） それでは、令和

６年度八代市一般会計歳入歳出決算のうち、第

２款・総務費、第７款・土木費、第１０款・災

害復旧費中、建設部関係分の主な事業につい

て、令和６年度における主要な施策の成果に関

する調書により御説明いたします。 

 まず、第２款・総務費について説明いたしま

す。 

 主要な施策の成果に関する調書の２８ページ

をお開きください。 

 上段の復興推進事業は、令和２年７月豪雨に

より被災した坂本町の復旧・復興を推進するた

め、国・県と連携し、住まいの再建に向けた取

組並びに被災した坂本支所等再建に向けた周辺

整備等の取組を行うものでございます。 

 決算額２億７９７９万４０００円は、令和５

年度繰越分も含め、坂本支所等造成工事、県道

中津道八代線改良工事、坂本町中津道３地区の

宅地かさ上げ安全確保事業における国の事業進
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捗に伴う本市の事業負担金、並びに坂本支所等

整備に伴う補償費などが主なものでございま

す。 

 特定財源は、国庫支出金３７１万２０００

円、県支出金６６万６０００円、地方債２億３

８９０万円、ふるさと八代元気づくり応援基金

繰入金２１万９０００円でございます。 

 不用額５２８万８０００円は、坂本支所等整

備に伴う水道管移設補償費が想定よりも減額と

なったこと、また、県道中津道八代線舗装工事

の入札残が主なものでございます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとしており、引き続き被災地域の一

日も早い住まいの再建並びに令和７年度内の坂

本支所等の整備目標に向け、国・県と連携して

取組を進めてまいります。 

 ３５ページをお開きください。 

 下段の坂本支所等建設事業（豪雨災害）は、

令和２年７月豪雨により被災した坂本支所及び

坂本コミュニティセンター等について、令和７

年度内の再建目標に向け、建設工事及び周辺整

備など、切れ目なく事業を行うものでございま

す。 

 決算額５億１５８１万２０００円は坂本支所

及び坂本コミュニティセンターの新築工事費で

あり、令和６年度、令和７年度の債務負担を設

定しており、工期は令和７年１２月末となって

おりますが、建築工事、電気設備工事並びに機

械設備工事それぞれについて、工事契約金額の

４０％に当たる額を前払い金として支出したも

のでございます。 

 特定財源としまして、地方債５億１１９０万

円でございます。 

 不用額１億４８８万８０００円は、入札残等

によるもの並びに坂本支所等整備に伴う電柱移

設補償費の支出が不要となったものでございま

す。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとしており、引き続き令和７年度内

の坂本支所等の整備目標に向け、国・県と連携

して取組を進めてまいります。 

 次に、第７款・土木費について説明いたしま

す。 

 少し飛びまして、９８ページをお開きくださ

い。 

 下段の輪中堤内水対策整備事業（豪雨災害）

は、令和２年７月豪雨により被災した坂本地区

において、国が輪中堤により復旧する地区につ

きましては内水対策が必要となりますことか

ら、その対策事業を行うものでございます。 

 決算額８４７万１０００円は、坂本町葉木地

区ほかの内水対策基本設計業務の委託料が主な

ものでございます。 

 特定財源としましては、県支出金１６５万

円、地方債２０万円でございます。 

 繰越額６５４万５０００円は、国による坂本

地区の袈裟堂川排水機場整備に伴う公有財産購

入費及び補償金であり、国との協議に日数を要

したことで用地買収や補償の業務が完了するこ

とができずに繰り越したものでございます。 

 不用額５３２０万２０００円は、内水対策に

係る詳細設計の委託料が主なものでございま

す。理由といたしましては、輪中堤を整備する

国との協議に日数を要したことで基本設計の業

務が年度末までずれ込み、その後の詳細設計に

は相応の期間が必要となることから、詳細設計

に要する費用を一旦不要として、年度を改めて

予算措置を行っております。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとしており、引き続き国による輪中

堤整備事業の進捗に合わせ、内水対策整備事業

を進めてまいります。 

 続きまして、１００ページをお願いいたしま

す。 

 上段のすまいの安全確保支援事業（豪雨災

害）は、令和２年７月豪雨災害からの生活再建
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並びに市街地及び集落の復興推進を図るため、

災害リスクの低い場所への家屋移転や家屋のピ

ロティー化等の安全対策を行う住民に対し補助

するものでございます。 

 決算額７００万円は、坂本町内での移転１件

と現地での安全対策１件の合計２件分の補助金

でございます。 

 財源につきましては、県支出金４００万円、

その他特定財源といたしまして、ふるさと八代

元気づくり応援基金繰入金３００万円となって

おります。 

 不用額１９９９万８０００円は、申請残によ

るものでございます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとしており、引き続き事業の周知を

行うとともに、他部署と連携し、申請者からの

相談に適切に対応してまいります。 

 １０５ページをお願いいたします。 

 上段の災害公営住宅整備事業（豪雨災害）

は、令和２年７月豪雨災害に伴い、災害公営住

宅の整備を行うものでございます。 

 決算額５億３８６８万８０００円は、令和５

年度からの繰越分を含め、坂本災害公営住宅

（松崎地区）新築工事費、古閑中町再建住宅及

び葉木再建住宅の整備工事費が主なものでござ

います。 

 特定財源としましては、国庫支出金１億８３

０万円、県支出金３億１８９６万１０００円、

地方債３６６０万円でございます。 

 繰越額１５０万７０００円は、坂本町松崎地

区の災害公営住宅新築工事が２か年事業である

ことから、国に対して翌債申請を行っており、

出来高払いの１割を繰越ししたものでございま

す。 

 不用額３７５４万２０００円は、松崎地区災

害公営住宅新築工事の入札残、坂本支所等造成

工事の執行残が主なものでございます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとしております。これまでに災害公

営住宅３か所、計１０戸の整備が完了し、残る

災害公営住宅、松崎地区の１０戸につきまして

は、令和７年１２月中の整備完了を目指して取

り組んでおります。 

 少し飛びまして、１３３ページをお開きくだ

さい。 

 次に、第１０款・災害復旧費になります。 

 上段の道路橋梁施設災害復旧事業は、令和２

年７月豪雨災害分も含め、令和２年度以降の大

雨等により被災した道路の舗装やのり面等の施

設を復旧するものでございます。 

 決算額６億１４４５万円のうち、豪雨災害分

は、令和５年度からの繰越分も含め、市道１７

件の災害復旧工事及び測量設計業務委託１件が

主なもので、４億５０２７万２０００円でござ

います。 

 特定財源につきましては、豪雨災害分といた

しまして、国庫支出金３億３９０７万８０００

円、地方債１億１０４０万円、その他特定財源

としまして、ふるさと八代元気づくり応援基金

繰入金４２万２０００円でございます。 

 繰越額１億１８１６万８０００円のうち、豪

雨災害分は含まれておりません。全て通常分で

ございます。 

 不用額２億９５９万８０００円のうち、豪雨

災害分は６１０４万９０００円で、工事におけ

る設計精査による減及び入札残が主なものでご

ざいます。 

 下段の河川施設災害復旧事業は、令和２年７

月豪雨災害や令和６年度の大雨や台風により被

災した河川施設の復旧を行うものでございま

す。 

 決算額１７３７万９０００円のうち、豪雨災

害分は令和４年度からの繰越分で、災害復旧工

事１件で４６１万８０００円でございます。 

 特定財源につきましては、豪雨災害分としま

して、地方債４６０万円でございます。 
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 不用額５３万９０００円のうち、豪雨災害分

はなく、全て通常分でございます。 

 なお、先ほど説明いたしました道路橋梁施設

災害復旧事業と河川施設災害復旧事業において

は、令和２年７月豪雨災害分におきましては令

和６年度分をもって完了となります。 

 最後に、流用につきまして、流用額が１００

万円以上のものを御説明いたします。 

 決算書の１０４、１０５ページを御覧いただ

けますでしょうか。 

 款２・総務費、項１・総務管理費、目５・企

画費の備考欄下から２行目ですけれども、４８

９万１０００円は、復興推進事業において、国

の進捗事業により執行見込みのない節１８・負

担金補助及び交付金から、目１・一般管理費の

ふるさと納税事業の節７・報償費に流用したも

のでございます。 

 以上で、議案第９３号・令和６年度八代市一

般会計歳入歳出決算の説明を終わります。御審

議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（谷口 徹君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はございませ

んか。 

○委員（大倉裕一君） 最後の流用のところで

すけど、４８９万１０００円はなぜ流用された

のか。 

○復興整備課長（坂井宏全君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）復興整備課、坂井でございます。 

 委員御質問の流用の件につきましてですが、

当初予定しておりました、国にお支払いする宅

地かさ上げ受託合併工事に関わる負担金、こち

らのほうが国の事業進捗によりまして、当初の

予定より残額が多く発生したこと、それに伴い

まして、観光振興課のほうからふるさと納税事

業のほうで予算が不足をしているということ

で、当課の予算につきましては執行見込みがあ

りませんでしたので、観光振興課の予算のほう

へ流用したということでございます。よろしい

でしょうか。 

○委員（大倉裕一君） 不勉強な部分もあるん

ですけど、こういった流用というのは制度上、

認められてる内容になるんですかね。イレギュ

ラーな流用とかじゃなくて、要は不足したとき

にはよくやられている内容なのか。 

○復興整備課長（坂井宏全君） 同じ予算科目

の中で流用する分ですから、目間流用というこ

とで私は認識をしております。よろしくお願い

いたします。 

○委員長（谷口 徹君） ほか、質疑ございま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） 意見がありましたら

お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） これより採決をいた

します。 

 議案第９３号・令和６年度八代市一般会計歳

入歳出決算中、当委員会関係分については、こ

れを認定するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（谷口 徹君） 挙手全員と認め、本

決算は認定することに決しました。 

 執行部の方は御退席をお願いします。 

（執行部 退室） 

○委員長（谷口 徹君） 以上で付託されまし

た案件の審査は全部終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で本日の委員会の日程は全部終了いたし

ました。 



 

－18－ 

 これをもって、災害対策等に関する特別委員

会を散会いたします。 

（午前１１時２２分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和７年１１月４日 
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